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よくある申請誤りおよび問合せ
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よくある申請誤り

• 重複申請（P.14参照）

申請については各事業者（会社など）につき、1期（4～６月分）、２期（7～９月分）、

3期（10～12月分）、4期（1～3月分）それぞれ1回のみとなります。
申請事業所（入居施設等）が複数ある場合は必ずまとめて申請してください。

• 「特別高圧電力」（またはそれに由来する電力）の使用のない事業者からの申請（P.3参照）

今回の支援金は、国の電力料金支援対象外である「特別高圧電力」（またはそれに由来する電力）について
愛知県が支援するものです。
自事業所での使用電力が支援対象となるかご確認の上、申請してください。

• 会社法上の会社等または士業法人に該当しない法人からの申請（P.6参照）

申請者が法人の場合、会社法上の会社等または士業法人に該当することをご確認の上、申請してください。

下記、申請前に必ずご確認の上、申請してください。

よくある問合せ

• みなし大企業に該当するか否かに関する問合せ（P.10～11参照）

中小企業者であっても「みなし大企業」に該当する場合は交付対象外となります。
「みなし大企業」の要件に当てはまらないことをご確認の上、申請してください。
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1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



• 今回の支援金は、国の電力料金支援対象外である「特別高圧電力」（またはそれに由来する電力）について
愛知県が支援するものです。

交付対象事業者

3

今回の支援は「特別高圧電力」の電力料金が対象となります。下記ご確認の上、申請を進めてください。

支援金の交付対象

高圧 7,000V以下 主に企業

低圧 主に家庭600V以下

電力種別 主な使用場所電圧

特別高圧 7,000V超 大規模な施設や工場等 愛知県が支援を実施

国がすでに支援を実施中

電力会社等を通じて電気料金
を値下げ

支援対象

支援対象外

「高圧」電力は対象外ですのでご注意ください

自事業所の特別高圧電力の使用有無につきましては、下記にて
ご確認いただけます。

✓ 電力会社との契約書

✓ 電力料金の請求書や検針票

✓ ホームページ掲載の特高受電施設リスト

施設等に入居されている場合は下記2点をご確認ください。

✓ 入居施設が特別高圧電力を受電していること

✓ 自事業所の電力は特別高圧電力に由来するものであること



• 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者
（国及び自治体等の公的機関が所有する施設の受電をしている場合を除く）

• 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等※に入居している中小企業者
※工業団地、商業施設、オフィスビル、病院、大学等のあらゆる施設が対象となります。

★みなし大企業（P.10～11参照）は除きます。

★特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。

本支援金における中小企業者は中小企業基本法上の中小企業者（資本金の額または出資の総額が
次表に該当する会社または常時使用する従業員※の数が次表に該当する会社及び個人）とします。

※ 「常時使用する従業員」に関する説明は次ページ参照

支援金の交付対象者
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下記の内容を確認いただき、交付対象者であるか確認の上、申請を進めてください。

交付対象事業者

＜中小企業者の定義＞

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数

①製造業、建設業、運送業

　その他の業種（②～④は除く）
３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5000万円以下 100人以下

④小売業 5000万円以下 50人以下

業種
中小企業者（いずれかを満たすこと）



中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を
必要とする者」を従業員と解しています。（具体的には参考をご参照ください。）

よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に
判断されると解されます。

また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の
「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
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中小企業者の定義（前ページ記載）における「常時使用する従業員」については以下のとおりです。

交付対象事業者

（解雇の予告）

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて
引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

＜参考：労働基準法（昭和22年法律第49号）＞

「常時使用する従業員」とは？



交付対象事業者

6

中小企業者の対象となる「会社」の範囲は中小企業基本法で以下のとおり規定されています。

中小企業基本法に規定する「会社」の範囲

区分 対象

会社法上の会社等
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
※ 特例：有限会社 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

士業法人

弁護士法に基づく弁護士法人
公認会計士法に基づく監査法人
税理士法に基づく税理士法人
行政書士法に基づく行政書士法人
司法書士法に基づく司法書士法人
弁理士法に基づく特許業務法人
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農
事組合法人、  組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業者等協同組合法に基づく組合等）または
有限責任事業組合（ＬＬＰ）

＜対象外となる法人＞



交付対象事業者
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下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

業種の対応表

中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類

卸売業

大分類I（卸売業、小売業）のうち

　中分類50（各種商品卸売業）

　中分類51（繊維・衣服等卸売業）

　中分類52（飲食料品卸売業）

　中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）

　中分類54（機械器具卸売業）

　中分類55（その他の卸売業）

小売業

大分類I（卸売業、小売業）のうち

　中分類56（各種商品小売業）

　中分類57（織物・衣服・身の回り品小売業）

　中分類58（飲食料品小売業）

　中分類59（機械器具小売業）

　中分類60（その他の小売業）

　中分類61（無店舗小売業）

 大分類M（宿泊業、飲食サービス業）のうち

　中分類76（飲食店）

　中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業

大分類G（情報通信業）のうち

　中分類38（放送業）

　中分類39（情報サービス業）

　小分類411（映像情報制作・配給業）

　小分類412（音声情報制作業）

　小分類415（広告制作業）

　小分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業）

大分類K（不動産業、物品賃貸業）のうち

　小分類693（駐車場業）

　中分類70（物品賃貸業）

大分類L（学術研究、専門・技術サービス業）

大分類M（宿泊業、飲食サービス業）のうち

　中分類75（宿泊業）

大分類N（生活関連サービス業、娯楽業）　※ただし、小分類791（旅行業）は除く

大分類O（教育、学習支援業）

大分類P（医療、福祉）

大分類Q（複合サービス事業）

大分類R（サービス業＜他に分類されないもの＞）

製造業その他 上記以外の全て

第13回改訂（平成26年4月1日施行）

各分類の詳細な内容については、以下のWEBサイトでご確認ください。
産業分類詳細（総務省）：https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#a



交付対象事業者

法人の場合は、下記のチャートを参考に中小企業者であることを確認の上、申請を進めてください。

交付対象事業者（中小企業者であるか）の判別方法（法人の場合）

会社法上の会社等
または士業法人ですか？

（P.6参照）

業種は何ですか？
（P.7参照）

④小売業②卸売業 ③サービス業
①製造業、建設業、

運送業、その他の業種
（右記②~④は除く）

NO

YES

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者と判定され、今回の交付対象となり得ます。P.10～11でみなし大企業について確認してください。

資本金の額または出資の
総額は3億円以下ですか？

資本金の額または出資の
総額は1億円以下ですか？

資本金の額または出資の
総額は5,000万円以下

ですか？

常時使用する従業員数は
300人以下ですか？

常時使用する従業員数は
100人以下ですか？

常時使用する従業員数は
100人以下ですか？

常時使用する従業員数は
50人以下ですか？

資本金の額または出資の
総額は5,000万円以下

ですか？

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

YES YES YES YES

YES YES YES YES

NO NO NO NO

NO NO NO NO
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交付対象事業者

個人事業主の場合は、下記のチャートを参考に中小企業者であることを確認の上、申請を進めてください。

交付対象事業者（中小企業者であるか）の判別方法（個人事業主の場合）

業種は何ですか？
（P.7参照）

④小売業②卸売業 ③サービス業
①製造業、建設業、

運送業、その他の業種
（右記②~④は除く）

中小企業者と判定され、今回の交付対象となり得ます。

常時使用する従業員数は
300人以下ですか？

常時使用する従業員数は
100人以下ですか？

常時使用する従業員数は
100人以下ですか？

常時使用する従業員数は
50人以下ですか？

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

中小企業者に
あてはまらない

（交付対象外）

YES YES YES YES

NO NO NO NO

9



次のアからオのいずれかに該当する中小企業者をいいます。
なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
また、海外企業についても前ページの中小企業者の条件に該当しない（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）
第2条に規定する資本金及び従業員数を超える）場合（P.4参照）は大企業とみなします。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者

オ アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

交付対象事業者
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中小企業者であっても下記のみなし大企業に該当する場合は交付対象外となります。

みなし大企業

大企業とア～ウの関係にある場合は、「みなし大企業」に該当します。

• 「みなし大企業」である中小企業とエ、オの関係にあれば「みなし大企業」に該当します。
• 複数の「みなし大企業」により、株式・出資価格の総数・総額、もしくは役員の総数を占められている場合

も「みなし大企業」に該当します。

エ、オ：親会社が「みなし大企業」のケース ※ 親企業が大企業ではなくても「みなし大企業」に該当するため注意！

※上記ア～オにいずれか一つでも当てはまる場合、交付対象外となります。全てにあてはまらないことを
ご確認の上、申請してください。

例①

ア～ウ：親会社が大企業のケース

例②



自社の発行済株式の総数や出資総額、役員総数を占めている企業が「みなし大企業」の場合、
自社も「みなし大企業」に該当し、交付対象外となります。

交付対象事業者
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大企業と出資や役員などの関係が無くても、「みなし大企業」に該当する場合があります。

みなし大企業

P.10のア～ウのいずれかに該当

大企業

親会社

P.10のエ、オのいずれかに該当

P.10のア～ウのいずれかに該当

P.10のエ、オのいずれかに該当

=100%出資

例①のケース 例②のケース

「みなし大企業」に該当するため
交付対象外となります。

例）100％出資

大企業A

親会社

中小企業a
「みなし大企業」

子会社

中小企業
「みなし大企業」

孫会社

大企業B

親会社

中小企業b
「みなし大企業」

子会社

中小企業
「みなし大企業」

子会社

中小企業
「みなし大企業」

孫会社

+例）51％出資 例）49％出資



P.4～11で中小企業者であるかの判断に迷った場合は、下記ホームページをご確認ください。
中小企業者庁ホームページ FAQ＜中小企業者の定義について＞：https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm

交付対象事業者
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中小企業者であるかどうか疑義がある場合は以下のページで確認の上、申請を進めてください。

中小企業者であるか迷った場合の確認方法
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1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



オンライン申請

申請方法
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原則、オンライン申請にて申請を受付けます。
※ 今回の4期（1月～3月使用）分については、各事業者（会社など）につき1回のみ申請可能となります

ので、申請事業所（入居施設等）が複数ある場合でも必ずまとめて1回で申請してください。

ホームページ、または右記の二次元バーコードから申請手続きに進み、必要事項を
入力していただきます。

なお、3期申請いただいた事業者の方は、4期申請では
3期申請内容から変更のない項目の入力や書類の添付を一部省略することが可能です。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」の申請内容から変更のない項目や入力や書類の添付を
一部省略することが可能です。

必要書類を同封の上、以下の住所に送付してください。封筒の形式に指定はありません。
特定記録郵便やレターパックなど、追跡可能な手段で送付ください。詳細はP.59以降で詳しくご説明いたします。

なお、3期申請いただいた事業者の方は、4期申請では
3期申請内容から変更のない書類の添付を一部省略することが可能です。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」の申請内容から変更のない項目や入力や書類の添付を
一部省略することが可能です。

【宛先】
〒470-1141 愛知県豊明市阿野町昭和5-1
愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局

郵送申請（オンライン申請をご利用いただけない場合）

オンライン申請フォーム
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1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



オンラインでの申請方法（入力省略あり）

下記のチャートを参考に、申請内容入力の省略可否をご確認ください。。

申請内容入力の省略可否確認
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3期の申請はオンラインで実施した

3期申請時の「事業者No.」を3期事業者マイページより確認可能

3期申請時の「担当者_メールアドレス」に変更はない

3期申請時に申請した内容で変更のない項目がある

入力省略不可

P.40以降で申請方法を確認してください。

一部入力省略可
次ページ以降で申請方法を確認してください。

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

変更完了

下記事務局までお申し出の上、
登録メールアドレスの変更手続きを行ってください。

愛知県中小企業特別高圧電力価格
高騰対策支援金事務局

TEL：050-3354-4925

平日9：00～17：00
（土日祝日を除く）

※3期未申請の事業者の方は、下記チャートに記載されている「3期」を最後に
 申請した「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。
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① 「愛知県中小企業特別高圧電力支援金事務局」（noreply@aichi-tokko-shien.com）より受信した
下記メールを確認してください。

件名：愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金｜4期オンライン申請に係るご案内

※3期申請済事業者で下記メールを受信していない場合は、支援金事務局（050-3354-4925）
までお問合せください。

② 「3期 事業者マイページ」のURLを押下してください。

下記を参考に申請フォームへアクセスしてください。 申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請者内容確認

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」の
事業者マイページのURLを押下してください。

2
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③ 3期事業者マイページより、3期に申請いただいた「申請者情報」の
内容をご確認いただき、4期申請予定のものと変更がないか
ご確認ください。

※ 3期の「事業者No.」については、P.21の手順⑨にて使用しますので、
あわせて確認してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、上記内容の「3期」を最後に申請した

「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

下記を参考に申請フォームへアクセスしてください。 申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請者内容確認

3

※



④ 3期事業者マイページより、3期に申請いただいた「振込口座情報」の
内容をご確認いただき、4期申請予定のものと変更がないか
ご確認ください。

⑤ 3期事業者マイページより、3期に申請いただいた「添付書類」を
ご確認いただき、4期申請予定のものと変更がないかご確認ください。

⑥ 3期事業者マイページより、3期に申請いただいた申請事業所情報を
ご確認いただき、4期申請予定のものと変更がないかご確認ください。

※ 3期未申請の事業者の方は、上記内容の「3期」を最後に申請した

「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

オンラインでの申請方法（入力省略あり）
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下記を参考に申請フォームへアクセスしてください。 申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請者内容確認

4

5

6
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⑦ P.17の手順①にて確認いただいたメールより「4期 オンライン申請フォーム」のURLを押下し、開いてください。

下記を参考に申請フォームへアクセスしてください。 申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請者内容確認

7



申請者内容確認

オンラインでの申請方法（入力省略あり）
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下記を参照し、申請入力画面へ進んでください。

⑧ 3期の申請状況について、当てはまるものを
チェックしてください。

どれか一つでも当てはまらない場合は入力等を
省略することができません。
P.40以降を参照いただき、申請してください。

⑨ 3つすべてに当てはまる場合、
「3期申請時 事業者No.」欄が表示されます。

入力し、虫眼鏡マークを押下してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、上記記載内容の「3期」を

最後に申請した「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

＜3期 事業者マイページ 抜粋＞

9

8
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下記を参照し、申請入力画面へ進んでください。

⑩ 「3期申請時 担当者_メールアドレス」が4期申請に
おいても事務局からの重要なメールの送信先として変更
がないことを確認し、入力してください。

3期に申請いただいたメールアドレスより変更のある場合は、
登録アドレスの変更手続きを行いますので、下記まで
お申し出ください。

⑪ 宣誓・同意事項を確認の上、チェックを入れてください。
支援金の申請にあたっては、すべての事項に宣誓・同意
いただく必要があります。

⑫ 「次へ」を押下してください。

※  3期未申請の事業者の方は、上記記載内容の「3期」を最後に申
請した「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

申請者内容確認

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

【お申し出先】

愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局

TEL：050-3354-4925

平日9：00～17：00（土日祝日を除く）

10

12

11
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申請者情報を入力してください。

⑬ 3期に申請した「申請者情報」からの変更有無を選択
してください。
「変更なし」を選択した場合、「申請者情報」の入力は
不要です。
P.29の「金融機関情報」の入力へお進みください。

※ 「申請者情報」の項目はチェック欄下部よりご確認ください。

⑭ 3期に申請した「金融機関情報」からの変更有無を選択
してください。
「変更なし」を選択した場合、「金融機関情報」の入力は
不要です。
P.31の「事業所情報」の入力へお進みください。

※ 「金融機関情報」の項目はチェック欄下部よりご確認ください。

※ 3期未申請の事業者の方は、上記記載内容の「3期」を最後
に申請した「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

申請者内容確認

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

13

14
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申請者情報を入力してください。

⑮ 3期に申請した「申請事業所情報」からの変更有無を選
択してください。
「変更なし」を選択した場合、「申請事業所情報」に
関する書類の添付を一部省略することが可能です。

※ 「申請事業所情報」の項目はチェック欄下部よりご確認
ください。

⑯ 「次へ」を押下してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、上記記載内容の「3期」を最後
に申請した「期(1期or2期)」に読み替えてご確認ください。

申請者内容確認

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

15

16
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申請者情報を入力してください。

申請者情報入力

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

4期申請フォームでは、3期に入力いただいた項目が入力された状態で表示されます。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」に入力いただいた項目が入力された状態で表
示します。

それらの項目は、P.23記載の手順⑬にて「変更あり」を選択した場合、修正可能となっております。
次ページ以降を参照いただき、3期からの変更が必要な項目のみ修正してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」の変更が必要な項目のみ修正してください。

「変更なし」を選択した場合は申請者情報に関して、新たに入力および修正いただく必要はございません。
P.29以降の「金融機関情報入力」へお進みください。
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申請者情報を入力してください。

① 下記項目を入力してください。

✓ 申請事業主種別

✓ 業種

✓ 資本金又は出資の総額（法人のみ）

✓ 常時使用する従業員数

② 「次へ」を押下してください。

申請者情報入力

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

1

2
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申請者情報を入力してください。

【法人のみ】

③ 国税庁指定の法人番号を「法人検索（法人番号
13桁）」欄へ入力し、虫眼鏡マークを押下しててください。
以下項目は自動入力されます。

✓ 法人番号

✓ 法人名

✓ 法人名（フリガナ）

✓ 郵便番号

✓ 都道府県

✓ 市区町村以降

※自動入力されない項目があった場合は、手入力してください。

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請者情報入力

自動入力のため入力不要

3



申請者情報入力

オンラインでの申請方法（入力省略あり）
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申請者情報を入力してください。

④ 代表者の情報を入力してください。

✓ 代表者役職（法人のみ入力）

✓ 代表者氏名

✓ 代表者氏名（半角カナ）

✓ 代表者生年月日

✓ 代表者性別

✓ 代表者自宅_郵便番号

✓ 代表者自宅_都道府県

✓ 代表者自宅_市長区村以降

⑤ 郵便物の送付先を選択してください。
「その他」を選択された場合は、送付先の郵便番号、
住所を記入してください。

⑥ 担当者情報を入力してください。

✓ 担当者氏名

✓ 担当者_電話番号

✓ 担当者_メールアドレス
（申請済のメールアドレスが自動で入力）

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

5

6

4
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支援金の振込先口座の情報を
入力してください。

金融機関情報入力

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

4期申請フォームでは、3期に入力いただいた項目が入力された状態で表示されます。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」に入力いただいた項目が入力された状態で表
示します。

それらの項目は、P.23記載の手順⑭にて「変更あり」を選択した場合、修正可能となっております。
次ページ以降を参照いただき、3期からの変更が必要な項目のみ修正してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」の変更が必要な項目のみ修正してください。

「変更なし」を選択した場合は申請者情報に関して、新たに入力および修正いただく必要はございません。
P.31以降の「事業所情報入力」へお進みください。
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支援金の振込先口座の情報を
入力してください。

金融機関情報入力

① 金融機関コード（4桁）＋支店コード（3桁）
を入力し、虫眼鏡マークを押下してください。
以下項目が自動入力されます。
✓ 金融機関名
✓ 金融機関名（半角カナ）
✓ 金融機関コード（4桁）
✓ 支店名
✓ 支店名（半角カナ）
✓ 支店コード（3桁）

② 以下項目を入力してください。
✓ 口座種別
✓ 口座番号（7桁）
✓ 口座名義
✓ 口座名義カナ

※ 申請者名と振込先の口座名義は同一である必要が
あります。
支援金の受領を委任する（申請者名と振込先の
口座名義が異なる）場合、委任状の提出が必要となります。
委任状の取扱いについては、次ページにてご確認ください。

※ 口座名義(カナ)について、株式会社の表記が口座情報と
不一致な場合は不備となりますのでご注意ください。

例 「ｶ)〇〇ｼﾖｳｼﾞ」を「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ〇〇ｼﾖｳｼﾞ」と誤記

自動入力のため入力不要

2

申請内容
確認

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

1
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※下記については、3期の申請から変更のない場合でも、
すべての項目を入力していただく必要があります。

• 申請事業所数に応じて、20件以内もしくは21件以上を
選択してください。

21件以上を選択した場合、システムの対応事業所数の
上限を超過してしまうため、お手数ですが、
入力フォーマットをダウンロードし、そちらへ必要事項を
記入の上、オンライン申請フォームへアップロードして
ください。
なお、その際の対応方法はP.34以降をご参照ください。

下記を参照し、入力してください。 申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

事業所情報入力

申請内容
確認



① 項目に沿って、対象申請事業所情報を入力してください。
✓事業所名
✓事業所所在地
✓申請事業所の受電形態

② 電力使用量証明書の添付可否を「可能」と入力して
ください。

③ 特別高圧電力を直接受電している事業所は特高受電
施設名に「直接受電」と入力してください。

特別高圧電力を直接受電していない事業所は特高受
電施設検索へ特高受電施設名を入力の上、
虫眼鏡マークを押下し、下記のとおり対応してください
（施設名称の一部からでも検索可能です）。

• 施設が登録されている場合：
特高受電施設名へ自動で入力されます。

• 施設が登録されていない場合：
特高受電施設名を手入力してください。

オンラインでの申請方法（入力省略あり）
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下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（20件以内）

1 2

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

3
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下記を参照し、入力してください。

④ 各月の電力使用量（kWh）を入力してください
(申請額は自動で入力されます)。

⑤ 申請事業所が複数ある場合、＋ボタンを押下し、
事業所情報入力欄を追加し、事業所ごとに
①～④について入力してください。

4

5

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

4 4

事業所情報入力（20件以内）
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下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（21件以上）

① 申請事業所数「21件以上」を選択してください。

② 表示されたURLより、様式第1-6号をダウンロードしてくだ
さい。

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

2

1



pending
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下記を参照し、入力してください。

③ ホームページよりダウンロードしたExcelの様式の下記項目を入力してください。なお、印刷の上、手書きで記載
いただくことも可能です。

✓ 事業所名

✓ 事業所所在地

✓ 特高受電施設名

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結している場合：「直接受電」と入力

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結せず、入居している施設が電力会社と契約を締結している場合：
事業所が入居している施設名を入力（XXショッピングモール〇〇店等）

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

事業所情報入力（21件以上）

3
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下記を参照し、入力してください。

④ ホームページよりダウンロードした様式の下記項目を入力してください。
Excelの様式へ直接入力する場合、各月の電力使用量を入力すると各月の申請額および
事業所合計申請額は自動で入力されます。
なお、印刷の上、手書きで記載いただくことも可能です。

✓ 各月の電力使用量及び申請額（Excelの様式に入力する場合、申請額は自動入力されるため、入力不要）
 ⇒ 計算方法：【1～3月】 電力使用量（kWh）× 1.8円（少数点以下切り捨て）

✓ 事業所合計申請額（直接入力する場合、自動入力されるため、入力不要）

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

事業所情報入力（21件以上）

4



オンラインでの申請方法（入力省略あり）

37

下記を参照し、入力してください。

⑤ 参照を押下し、入力または記入した様式第1-6号を
アップロードしてください。

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

事業所情報入力（21件以上）

5



オンラインでの申請方法（入力省略あり）

① アップロードしてください。
なお、必要添付書類については、
P.70以降を参照してください。

アップロードするファイルがどの事業所に関する
書類であるかを明確に把握するため、
ファイル名は「事業所名_書類名」に変更し
アップロードして下さい。
例：「名古屋店_電力料金の請求書」

② 確認ボタンを押下してください。

※3期から変更のない書類の添付を一部省略できます。
詳しくは、P.71を参照下さい。

※3期未申請の事業者の方は、最後に申請した
 「期(1期or2期)」から変更のない書類の添付を
一部省略できます。

下記を参照し、必要書類を添付してください。

各種添付書類

1

2

38

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認



オンラインでの申請方法（入力省略あり）

申請完了後、申請状況は下記のとおり確認してください。

申請状況の確認

39

申請は以上となります。
以降の申請状況はマイページにてご確認頂けます。
マイページへは、申請完了後に送付される下記メール記載のURLよりログインいただけます。



40

1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



pending

pending

申請フォームへのアクセス

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

41

• 右記の二次元バーコードを読み取り、オンライン申請フォームを開いてください。

• 特別高圧電力価格高騰対策支援金ホームページ（下記URL）からアクセスする場合は、
まずトップページ右上の「申請はこちら」を押下（下記画像左側参照）し、
申請ページの「オンライン申請フォーム」を押下（下記画像右側参照）してください。

ホームページ：https://aichi-tokko-shien.com/

下記を参考に申請フォームへアクセスしてください。

＜ホームページ＞

オンライン申請
フォーム



メールアドレスの認証

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

42

下記を参照し、入力してください。 メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

① 下記画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」を押下してください。

② 内容を確認し、「次へ」を押下してください。

③ 担当者のメールアドレスを入力してください。
(事務局よりメールアドレスへ連絡させていただく場合があり
ますので、常時ご確認頂けるアドレスを
ご利用ください。)

④ 確認ボタンを押下してください。

※「noreply@kintoneapp.com」からのメールが受け取れる
ように、迷惑メール設定などを行なっている場合は、解除を
お願いいたします。

1

2

3

4



メールアドレスの認証

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

43

メールアドレスを確認してください。

⑤ 事業者マイページが作成され、登録したメールアドレス宛
にマイページにログインするためのURLが送信されます。
メールアドレスを確認し「申請」を押してください。

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

XXXXXXXXXX@XXX.com

5



メールアドレスの認証

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

44

メールアドレスを確認してください。 メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

⑥ 受信した下記件名の電子メールを開いてください。

件名：【第4期】愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金｜オンライン申請に係るメールアドレス
登録完了通知

⑦ 受信した電子メール中のリンクを押下し、事業者マイページを開いてください。

7



申請者情報入力

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

45

下記を参照し、申請入力画面へ進んでください。 メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

① 事業者マイページの画面右上の「登録・修正」を押下し、
申請者情報入力画面へ進んでください。

② 宣誓・同意事項を確認の上、チェックを入れてください。
支援金の申請にあたっては、すべての事項に宣誓・同意
いただく必要があります。

③ 「次へ」を押下してください。

1

2

3



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

46

申請者情報を入力してください。

申請者情報入力

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

④ 下記項目を入力してください。

✓ 申請事業主種別

✓ 業種

✓ 資本金又は出資の総額（法人のみ）

✓ 常時使用する従業員数

⑤ 「次へ」を押下してください。

個人事業主の方はP.48に進んでください。

4

5



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

47

申請者情報を入力してください。

【法人のみ】

⑥ 国税庁指定の法人番号を「法人検索（法人番号
13桁）」欄へ入力し、虫眼鏡マークを押下しててください。
以下項目は自動入力されます。

✓ 法人番号

✓ 法人名

✓ 法人名（フリガナ）

✓ 郵便番号

✓ 都道府県

✓ 市区町村以降

※自動入力されない項目があった場合は、手入力してください。

申請者情報入力

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

6

自動入力のため入力不要



申請者情報入力

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

48

申請者情報を入力してください。

⑦ 代表者の情報を入力してください。

✓ 代表者役職（法人のみ入力）

✓ 代表者氏名

✓ 代表者氏名（半角カナ）

✓ 代表者生年月日

✓ 代表者性別

✓ 代表者自宅_郵便番号

✓ 代表者自宅_都道府県

✓ 代表者自宅_市長区村以降

⑧ 郵便物の送付先を選択してください。
「その他」を選択された場合は、送付先の郵便番号、
住所を記入してください。

⑨ 担当者情報を入力してください。

✓ 担当者氏名

✓ 担当者_電話番号

✓ 担当者_メールアドレス
（申請済のメールアドレスが自動で入力）

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

7

8

9



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

49

支援金の振込先口座の情報を
入力してください。

金融機関情報入力

① 金融機関コード（4桁）＋支店コード（3桁）
を入力し、虫眼鏡マークを押下してください。
以下項目が自動入力されます。
✓ 金融機関名
✓ 金融機関名（半角カナ）
✓ 金融機関コード（4桁）
✓ 支店名
✓ 支店名（半角カナ）
✓ 支店コード（3桁）

② 以下項目を入力してください。
✓ 口座種別
✓ 口座番号（7桁）
✓ 口座名義
✓ 口座名義カナ

※ 申請者名と振込先の口座名義は同一である必要が
あります。
支援金の受領を委任する（申請者名と振込先の
口座名義が異なる）場合、委任状の提出が必要となります。
委任状の取扱いについては、 P.84～86にてご確認ください。

※ 口座名義(カナ)について、株式会社の表記が口座情報と
不一致な場合は不備となりますのでご注意ください。

例 「ｶ)〇〇ｼﾖｳｼﾞ」を「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ〇〇ｼﾖｳｼﾞ」と誤記

自動入力のため入力不要

2

1

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

50

• 申請事業所数に応じて、20件以内もしくは21件以上を
選択してください。

21件以上を選択した場合、システムの対応事業所数の
上限を超過してしまうため、お手数ですが、
入力フォーマットをダウンロードし、そちらへ必要事項を
記入の上、オンライン申請フォームへアップロードして
ください。
なお、その際の対応方法はP.53以降をご参照ください。

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類



① 項目に沿って、対象申請事業所情報を入力してください。
✓事業所名
✓事業所所在地
✓申請事業所の受電形態

② 電力使用量証明書の添付可否を「可能」と入力して
ください。

③ 特別高圧電力を直接受電している事業所は特高受電
施設名に「直接受電」と入力してください。

特別高圧電力を直接受電していない事業所は特高受
電施設検索へ特高受電施設名を入力の上、
虫眼鏡マークを押下し、下記のとおり対応してください
（施設名称の一部からでも検索可能です）。

• 施設が登録されている場合：
特高受電施設名へ自動で入力されます。

• 施設が登録されていない場合：
特高受電施設名を手入力してください。

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

51

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（20件以内）

1 2

3

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

52

下記を参照し、入力してください。

④ 各月の電力使用量（kWh）を入力してください
(申請額は自動で入力されます)。

⑤ 申請事業所が複数ある場合、＋ボタンを押下し、
事業所情報入力欄を追加し、事業所ごとに
①～④について入力してください。

4

5

4 4

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

事業所情報入力（20件以内）



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

53

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（21件以上）

① 申請事業所数「21件以上」を選択してください。

② 表示されたURLより、様式第1-6号をダウンロードしてくだ
さい。

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

1

2



pending

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

54

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（21件以上）

③ ホームページよりダウンロードしたExcelの様式の下記項目を入力してください。なお、印刷の上、手書きで記載
いただくことも可能です。

✓ 事業所名

✓ 事業所所在地

✓ 特高受電施設名

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結している場合：「直接受電」と入力

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結せず、入居している施設が電力会社と契約を締結している場合：
事業所が入居している施設名を入力（XXショッピングモール〇〇店等）

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

3



pending

オンラインでの申請方法（入力省略なし）

55

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（21件以上）

④ ホームページよりダウンロードした様式の下記項目を入力してください。
Excelの様式へ直接入力する場合、各月の電力使用量を入力すると各月の申請額および
事業所合計申請額は自動で入力されます。
なお、印刷の上、手書きで記載いただくことも可能です。

✓ 各月の電力使用量及び申請額（Excelの様式に入力する場合、申請額は自動入力されるため、入力不要）
各月の電力使用量及び申請額（Excelの様式に入力する場合、申請額は自動入力されるため、入力不要）
 ⇒ 計算方法：【1～3月】 電力使用量（kWh）× 1.8円（少数点以下切り捨て）

✓ 事業所合計申請額（直接入力する場合、自動入力されるため、入力不要）

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

4



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

56

下記を参照し、入力してください。

事業所情報入力（21件以上）

⑤ 参照を押下し、入力または記入した様式第1-6号を
アップロードしてください。

メール認証
申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

5



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

① アップロードしてください。
なお、必要添付書類については、
P.70以降を参照してください。

アップロードするファイルがどの事業所に関する
書類であるかを明確に把握するため、
ファイル名は「事業所名_書類名」に変更し
アップロードして下さい。
例：「名古屋店_電力料金の請求書」

② 確認ボタンを押下してください。

※ 3期に郵送申請をしていて、4期にオンライン申請する
場合は、一部添付書類が省略できます。
詳しくは、P.71を参照してください。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した
「期(1期or2期)」に郵送申請をしていた場合でも、
4期にオンライン申請する場合、一部添付書類が
省略できます。

下記を参照し、必要書類を添付してください。

各種添付書類

申請者情報
入力

金融機関
情報入力

事業所情報
入力

各種添付
書類

申請内容
確認

1

2

57



オンラインでの申請方法（入力省略なし）

申請状況の確認

申請は以上となります。
以降の申請状況はマイページにてご確認頂けます。
マイページへは、申請完了後に送付される下記メール記載のURLよりログインいただけます。

58

申請完了後、申請状況は下記のとおり確認してください。



59

1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



pending

申請書兼請求書のダウンロード

郵送での申請方法

60

申請書兼請求書を以下の方法でダウンロードしてください。

① 右記の二次元バコードを読み取る、または下記URLより愛知県中小企業者
特別高圧電力価格高騰対策支援金ホームページにアクセスしてください。

ホームページ：https://aichi-tokko-shien.com/

② 右上の「申請はこちら」を押下してください。

ホームページ

＜ホームページ＞

2



pending

郵送での申請方法

61

申請書兼請求書を以下の方法でダウンロードしてください。

③ 「郵送申請はこちら」欄の「申請書兼請求書」を押下し、
ダウンロードしてください。

※ 県民事務所等に紙の申請書兼請求書をお渡しします。
インターネットからダウンロードしてご利用いただけない方はそちらをご利用ください。

＜配布窓口＞
東三河総局産業労働課、東三河総局新城設楽振興事務所 
山村振興課産業労働グループ、各県民事務所産業労働課、
西三河県民事務所 豊田庁舎豊田加茂産業労働・山村振興グループ

東三河総局・県民事務所：
https://www.pref.aichi.jp/site/soshiki/kenmin.html

＜ホームページ＞

申請書兼請求書のダウンロード

3



郵送での申請方法

62

下記の記入方法を参考に申請書兼請求書を記入してください。

① 申請日（書類作成日）を記入してください。

② 申請者情報を記入してください。

✓法人番号（国税庁指定の番号）

✓法人名

✓本社所在地

③ 申請者情報を記入してください。

✓代表者役職・氏名

✓代表者自宅住所

✓代表者生年月日・性別

✓郵送物の希望送付先住所

✓担当者名・電話番号

✓担当者メールアドレス

✓業種

✓資本金

✓従業員数

申請書兼請求書の記入方法（法人の場合）

1

２

３



郵送での申請方法

63

下記の記入方法を参考に申請書兼請求書を記入してください。

④ 振込先口座情報を記入してください。

✓ 金融機関コード

✓ 金融機関名称

✓ 支店コード

✓ 支店名称

✓ 口座種別

✓ 口座番号

✓ 口座名義（ｶﾅ）

※ 申請者名と振込先の口座名義が異なる場合は委任状の
提出が必要となります。 
委任状のダウンロード方法および記載方法につきましては、
P.83～85にてご確認ください。

※ 口座名義(カナ)について、株式会社の表記が口座情報と
不一致な場合は不備となりますのでご注意ください。
例 「ｶ)〇〇ｼﾖｳｼﾞ」を「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ〇〇ｼﾖｳｼﾞ」と誤記

⑤ 申請額・請求額の合計を記入してください。

申請書兼請求書の記入方法（法人の場合）

4

5



郵送での申請方法
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下記の記入方法を参考に申請書兼請求書を記入してください。

① 申請日（書類作成日）を記入してください。

② 申請者情報を記入してください。

✓ 代表者氏名

✓ 代表者自宅住所

✓ 代表者生年月日・性別

✓ 郵送物の希望送付先住所

✓ 担当者名・電話番号

✓ 担当者メールアドレス

✓ 業種

✓ 従業員数

申請書兼請求書の記入方法（個人事業主の場合）

1

2



③ 振込先口座情報を記入してください。

✓ 金融機関コード・金融機関名称

✓ 支店コード・支店名称

✓ 口座種別・番号

✓ 口座名義

※ 申請者名と振込先の口座名義は同一である必要があります。
支援金の受領を委任する（申請者名と振込先の口座名義
が異なる）場合、委任状の提出が必要となります。
委任状の取扱いについては、P.83～85にてご確認ください。

※ 口座名義(カナ)について、株式会社の表記が口座情報と
不一致な場合は不備となりますのでご注意ください。

例 「ｶ)〇〇ｼﾖｳｼﾞ」を「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ〇〇ｼﾖｳｼﾞ」と誤記

④ 申請額・請求額の合計を記入してください。

郵送での申請方法
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下記の記入方法を参考に申請書兼請求書を記入してください。

申請書兼請求書の記入方法（個人事業主の場合）

3

4



pending

申請書兼請求書のダウンロード

郵送での申請方法

66

申請書兼請求書を以下の方法でダウンロードしてください。

③ 「郵送申請はこちら」欄の「様式第1-6号」を押下し、
ダウンロードしてください。

※ 県民事務所等に紙の申請書兼請求書をお渡しします。
インターネットからダウンロードしてご利用いただけない方はそちらをご利用ください。

＜配布窓口＞
東三河総局産業労働課、東三河総局新城設楽振興事務所 
山村振興課産業労働グループ、各県民事務所産業労働課、
西三河県民事務所 豊田庁舎豊田加茂産業労働・山村振興グループ

東三河総局・県民事務所：
https://www.pref.aichi.jp/site/soshiki/kenmin.html

＜ホームページ＞

3



pending

郵送での申請方法
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① 右記の二次元バコードを読み取る、または下記URLより愛知県中小企業者
特別高圧電力価格高騰対策支援金ホームページにアクセスしてください。

ホームページ：https://aichi-tokko-shien.com/

② 右上の「申請はこちら」を押下してください。

ホームページ

＜ホームページ＞

様式第1-6号のダウンロード

様式第1-6号を以下の方法でダウンロードしてください。

2



郵送での申請方法
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① ホームページよりダウンロードしたExcelの様式の下記項目を入力してください。なお、印刷の上、手書きで
記載いただくことも可能です。

✓ 事業所名

✓ 事業所所在地

✓ 特高受電施設名

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結している場合：「直接受電」と入力

⇒ 特別高圧電力の受電契約を電力会社と直接締結せず、入居している施設が電力会社と契約を締結している場合：
事業所が入居している施設名を入力（XXショッピングモール〇〇店等）

様式第1-6号の記入方法

下記の記入方法を参考に様式第1-6号を記入してください。

1



郵送での申請方法
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下記の記入方法を参考に様式第1-6号を記入してください。

様式第1-6号の記入方法

② ホームページよりダウンロードした様式の下記項目を入力してください。
Excelの様式へ直接入力する場合、各月の電力使用量を入力すると各月の申請額および
事業所合計申請額は自動で入力されます。
なお、印刷の上、手書きで記載いただくことも可能です。

✓ 各月の電力使用量及び申請額（Excelの様式に入力する場合、申請額は自動入力されるため、入力不要）
 ⇒ 計算方法：【1～3月】 電力使用量（kWh）× １.8円（少数点以下切り捨て）

✓ 事業所合計申請額（直接入力する場合、自動入力されるため、入力不要）

2



70

1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



必要添付書類

下記のチャートを参考に、自事業所の申請に必要な添付書類を確認してください。

必要添付書類の省略可否を確認

71

3期申請済事業者の方は、下記書類の中で、3期申請いただいたもの
から変更のないものに限り、4期申請分の提出を省略することが可能です。

※ 3期未申請の事業者の方は、最後に申請した「期(1期or2期)」から変更のないものに限り、

省略することが可能です。

なお、変更がない場合でも、4期の申請で改めて添付いただく書類は以下のとおりです。

事業所ごとに提出が必要となる書類につきましては、次ページ以降にてご確認ください。

【3期から変更のない場合に省略できる書類】
✓ 申請者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書

✓ 特別高圧電力の受電契約書

※ 事業所ごとに提出が必要

✓ 建物の現在事項証明書又は全部事項証明書

※ 事業所ごとに提出が必要

✓ 特高受電施設に入居する賃貸契約書等

※ 事業所ごとに提出が必要

✓ 振込口座の分かる書類

✓ 申立書

✓ 対象期間の電力使用量の分かる書類
（電力料金の請求書、検針票又は施設所有者による電力使用量証明書のいずれ）
※ 事業所ごとに提出が必要



必要添付書類

下記のチャートを参考に、自事業所の申請に必要な添付書類を確認してください。

必要添付書類を確認（1/3）

72

凡例

質問

➢ 必要書類（省略不可）
➢ 必要書類（条件に応じ省略可）

NO

中小企業者か？
みなし大企業ではないか？

➢ 申請日の前3か月以内に発行された申請者
の現在事項全部証明書または履歴事項
全部証明書（個人事業主の場合は除く）
の提出が必要（P.77）

特別高圧電力の直接受電者か？

➢ 特別高圧電力の受電契約書の提出が必要
（事前登録している場合は不要）
（P.78）

➢ 申請日の前3か月以内に発行された建物の
現在事項証明書または全部事項証明書の
提出が必要（P.79）

YES

YES

次ページへ

NO

直接受電はしていないが、特別高圧電力を
受電する施設に入居する事業者か？

➢ 入居している施設等の特別高圧電力の
受電契約書の提出が必要（「特高受電
施設リスト」に掲載されている施設に入居
している場合は不要）（P.78）

➢ 特高受電施設に入居する賃貸契約書等の
提出が必要（P.80）

YES



必要添付書類

下記のチャートを参考に、自事業所の申請に必要な添付書類を確認してください。

必要添付書類を確認（2/3）

73

前ページより

➢ 対象期間の電力使用量の分かる書類
（電力料金の請求書、検針票）の
提出が必要（P.80）

自事業所の特別高圧電力使用量の
確認は可能か？

施設所有者や管理・運営者でも電力使用量の算出が難しい場合は、
お手数ですが、下記コールセンターまでお電話にてご連絡ください。

電話番号：050-3354-4925 午前9時から午後5時まで（平日）

支援金事務局と自事業所の入居施設
所有者が協議し、当該事業所の電力使用量

を算出することは可能か？

➢ 対象期間の電力使用量の分かる書類
（施設所有者による電力使用量証明書）
の提出が必要（P.81）

YES

NO

YES

施設所有者へ相談していただき、施設所有者や管理・運営者から
下記コールセンターへお問い合わせください。

電話番号：050-3354-4925 午前9時から午後5時まで（平日）

NO

次ページへ

凡例

質問

➢ 必要書類（省略不可）
➢ 必要書類（条件に応じ省略可）



必要添付書類

下記のチャートを参考に、自事業所の申請に必要な添付書類を確認してください。

必要添付書類を確認（3/3）

74

次ページにて、必要添付書類の省略可否を確認してください。

➢ 振込先口座の分かる書類の提出が必要
（P.82）

特別な申し立て事項があるか？

➢ 申立書の提出が必要（P.86～88）

支援金の振込先口座名義は
申請者名と同一か？

申請者は振込先口座名義人へ
支援金の受取りを委任する意思があるか？

➢ 振込先口座の分かる書類の提出が必要
（P.82）

➢ 委任状の提出が必要（P.83～85）

前ページより

YES

NO

YES

YES

NO

凡例

質問

➢ 必要書類（省略不可）
➢ 必要書類（条件に応じ省略可）



必要添付書類
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申請時の必要添付書類一覧（1/2）

申請時の必要添付書類と、審査時の確認項目は下表のとおりです。

添付書類
確認事項

※アップロードする際に必要となる箇所

発行年月日

事業者名

事業者所在地

業種

資本金

受電開始年月日

「特別高圧電力」を受電していることが判別可能な箇所 

受電者名 

送電者名 

受電施設

発行年月日

建物（特高受電施設）の所有者

建物（特高受電施設）の所在地

契約期間

賃借人名義

賃貸人名義

対象事業所の所在地

申請日の前3か月以内に発行された

建物の現在事項証明書又は全部事項証明書

 ※ 事業所ごとに提出が必要

申請日の前3か月以内に発行された

申請者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書

特別高圧電力の受電契約書

 ※ 事業所ごとに提出が必要

特高受電施設に入居する賃貸契約書等

 ※ 事業所ごとに提出が必要



必要添付書類
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申請時の必要添付書類と、審査時の確認項目は下表のとおりです。

申請時の必要添付書類一覧（2/2）

添付書類
確認事項

※アップロードする際に必要となる箇所

電力使用年月

電力使用量（kWh）

電力使用者（申請者）名

請求者名、検針者名又は証明者名のいずれか

金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義カナ

委任年月日

委任者に関する情報

受任者に関する情報

申立年月日

申立者に関する情報

申立事項および申立理由

【省略不可】

委任状

申立書

 ※ 事業所ごとに提出が必要

【省略不可】

対象期間の電力使用量の分かる書類（電力料金の請求書、検針票

又は施設所有者による電力使用量証明書のいずれか）

 ※ 事業所ごとに提出が必要

振込口座の分かる書類



必要添付書類
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P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

申請者の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（法人の場合）

＜現在事項全部証明書 見本＞

見 本

申請日前3か月以内に発行したものを提出してください。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 発行年月日

✓ 事業者名

✓ 事業所所在地

✓ 業種

✓ 資本金

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）



必要添付書類
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受電契約書

＜電力需給契約書 見本＞

見 本

こちらの書類は直接受電の事業所ごとに添付が必要となります。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 受電開始年月日

✓ 「特別高圧電力」を受電していることが判別可能な箇所

✓ 受電者名

✓ 送電者名

✓ 受電施設

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）



必要添付書類
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建物の現在事項証明書または全部事項証明書

こちらの書類は直接受電の事業所ごとに添付が必要となります。
申請日前3か月以内に発行したものを提出してください。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 発行年月日

✓ 建物（特高受電施設）の所有者

✓ 建物（特高受電施設）の所在地

※ 上記書類の提出が難しい場合は下記2つの書類をどちらも
提出してください。

• 直近の建物の固定資産税納税通知書または
申請日前３か月以内に発行された建物の名寄帳の写し

• 建物の登記事項証明書が存在しない理由を記入した申立書
（「建物の登記事項証明書が存在ないため、代わりとして直近の
建物の固定資産税納税通知書を提出します。」等と記載。）

※ 申立書のダウンロード方法および記載方法につきましては、
P.86～88をご認ください。

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

＜全部事項証明書 見本＞

見 本

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）



こちらの書類は事業所ごとに添付が必要となります。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 電力使用年月

✓ 電力使用量（kWh）

✓ 電力使用者（申請者）名

✓ 請求者名または検針者名

提出省略不可

必要添付書類

80

入居施設の賃貸契約書

こちらの書類は特高受電施設に入居している事業所ごとに添付が必要となります。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 契約期間

※ 契約が自動更新で書面上の契約期間が切れている場合は、「自動更新」であることが分かる箇所

✓ 賃借人名義

✓ 賃貸人名義

✓ 対象事業所の所在地

※ 条件に応じ、提出を省略可能な場合がございます。P.71にて、省略可否をご確認の上、申請してください。

対象期間の電力使用量の分かる書類（電力料金の請求書、検針票）

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）



提出省略不可

必要添付書類

81

対象期間の電力使用量の分かる書類（施設所有者による電力使用量証明書）

こちらの書類は直接受電でない事業所で、
当該事業所の電力使用量が不明の際に、
支援金事務局と当該事業所の入居施設
所有者が協議し、当該事業所の電力
使用量を算出した場合、入居施設所有者が
作成する資料です。
上記のような事業所ごとに添付が必要となります。

審査時確認項目は以下のとおりです。

✓ 電力使用年月

✓ 電力使用量（kWh）

✓ 電力使用者（申請者）名

✓ 証明者名

＜電力使用量証明書＞

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。



必要添付書類
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＜通帳 例＞

振込先口座が確認できる書類

審査時確認項目は以下のとおりです。

なお、ネットバンキング等の利用者で、通帳を保有
していない場合は、下記項目を確認可能な書類
（ネットバンキングのマイページの画面キャプチャ等）
を添付してください。

✓ 金融機関名

✓ 支店名

✓ 口座種別

✓ 口座番号

✓ 口座名義カナ

※ 申請者名と振込先の口座名義が異なる場合は
委任状の提出が必要となります。 
委任状のダウンロード方法および記載方法に
つきましては、次ページにてご確認ください。

※ 口座名義カナは、株式会社の表記が口座情報と
一致しない場合、不備となります。

例 「ｶ)〇〇ｼﾖｳｼﾞ」を「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ〇〇ｼﾖｳｼﾞ」と誤記

通帳の場合、表面と通帳の２ページ目もしくは
3ページ目などに記載されているカタカナの名義と
同様に記載してください。

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）
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① 右記の二次元バーコードを読み取る、 または下記URLより愛知
県中小企業者特別高圧電力価格高騰対策支援金ホームページに
アクセスしてください。

ホームページ：https://aichi-tokko-shien.com/

② 右上の「申請はこちら」を押下してください。

ホームページ

＜ホームページ＞

委任状（1/3）

必要添付書類

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出省略不可

2
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③ 「個別の事情により必要となる様式はこちら」欄の
「委任状」を押下し、ダウンロードしてください。

委任状（2/3）

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

必要添付書類

＜ホームページ＞ 提出省略不可

3



④ 委任状の記入日を記入してください。

⑤ 委任者情報を記入してください。

✓ 委任者住所

✓ 企業名（委任者名）

✓ 委任者の代表者職・氏名

⑥ 受任者情報を記入してください。

✓ 会社名

✓ 住所

✓ 役職名

✓ 氏名

85

4

5

6

委任状（3/3）

必要添付書類

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出省略不可
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必要添付書類

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

申立書（1/3）

① 右記の二次元バーコードを読み取る、または下記URLより愛知県
中小企業者特別高圧電力価格高騰対策支援金ホームページに
アクセスしてください。

ホームページ：https://aichi-tokko-shien.com/

② 右上の「申請はこちら」を押下してください。

ホームページ

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）

＜ホームページ＞

2
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③ 「個別の事情により必要となる様式はこちら」欄の
「申立書」を押下し、ダウンロードしてください。

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

必要添付書類

申立書（2/3）

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）

＜ホームページ＞

3
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④ 申立書の記入日を記入してください。

⑤ 申立者情報を記入してください。

✓ 申立者住所

✓ 企業名（申立者名）

✓ 申立者の代表者職・氏名

⑥ 申立事項および申立理由を記入してください。

必要添付書類

申立書（3/3）

4

5

6

P.72～74のチャートにて、必要添付書類を確認し、提出してください。

提出を省略できる
可能性があります。
（P.71参照）



必要添付書類提出時の注意事項
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必要添付書類を提出する際、以下ルールに従って書類を提出してください。

オンライン申請における注意事項

1. 添付書類はどの事業所に関する書類であるかを明確に把握するため、ファイル名を「事業所名_書類名」に変更し、
アップロードしてください。
例：「名古屋店_電力料金の請求書」

2. 必要項目が確認できる書類をアップロードしてください。
(画像等が不鮮明な場合、申請が不備になる場合があります。)

3. 虚偽の申請をした場合、支援金の交付ができない場合があります。

郵送申請における注意事項

1. 添付書類はどの事業所に関する書類であるかを明確に把握するため、書類の裏面に「事業者名 書類名」
を記載してください。

2. 事業所ごとに添付書類をまとめた上で提出してください。

3. 必要項目が確認できる書類を提出してください。
(画像等が不鮮明な場合、申請が不備になる場合があります。)

4. 虚偽の申請をした場合、支援金の交付ができない場合があります。
名古屋店

電力料金の請求書

＜裏面＞
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1. 交付対象事業者

2. 申請方法

2-1. オンラインでの申請方法（入力省略あり）

2-2. オンラインでの申請方法（入力省略なし）

2-3. 郵送での申請方法

3. 必要添付書類

4. お問合わせ先



お問合せ先
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ご不明な点はコールセンターまでお電話ください。

愛知県中小企業者特別高圧電力価格高騰対策支援金コールセンター

050-3354-4925
【コールセンター設置期間】令和6年4月22日（月）～令和6年8月30日(金)

受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）
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